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    ■対  象  者 高知県内の市町村等（公益法人を含む。）又はＮＰＯ等 

    ■対象事業  上記に示す３つの事業で、県内で行う取組であること。 

             また、交付決定後に事業着手するものであり、平成２５年度内に事業が完了すること。 

    ■補助率等 市町村等：補助対象経費の２分の１以内 

                    （１件当たりの補助金の範囲が１０万円以上、１５０万円以下） 

              Ｎ Ｐ Ｏ等：定額（１件当たりの補助金の範囲が５０万円以下） 

    ■募集締切 平成２５年１２月１０日（火）必着 

    ■そ  の  他 応募された事業は１２月下旬に各団体によるプレゼンテーション方式による審査会を 

             開催し、平成２６年１月上旬には採否を決定のうえ 交付決定を行う予定です。 

                       審査会の開催につきましては、別途ご連絡します。 

             

    ★詳しい内容及び応募様式は、高知県 林業振興・環境部 環境共生課 

     （http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030701/）ホームページをご覧ください。 

 

   

 

 『高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金』は、環境の保全と創造に関する 

地域の課題を解決するために実施する事業を募集します。 

  具体的には、以下の事業が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

応募団体募集中！！ 
高知県環境基本計画 

第三次計画 
シンボルマーク 

 

① 地球温暖化防止県民会議推進事業 

  高知県地球温暖化防止県民会議の会員又は会員が代表構成員となる実行委員会が行う県民、事業者等に地球温
暖化対策に向けた率先行動を促す事業（高知県地球温暖化防止県民会議幹事会において適当であると認められた事
業に限る。） 

② 豊かな流域づくり活動支援事業 

  県又は市町村等が策定した清流保全計画に基づき、河川環境保全の取組を行い、流域の保全・振興・共生の仕組
みづくりに取り組む団体等が行う次に掲げる事業 

 ア  流域の環境資源についての情報発信と活用 

 イ  河川環境学習の推進 

 ウ ア及びイに掲げるもののほか清流保全につながる取組 

③ その他特に知事が必要があると認める事業 

  上記以外で、「高知県環境基本計画第三次計画」が目指す方向性に沿った取組であり、５つの対象分野（地球温暖
化への対策、循環型社会への取組（３Ｒの推進等）、自然環境を守る取組、環境ビジネスの振興、環境学習の推進と
ネットワークづくり）の事業で、特に知事が必要と認めるもの 

  ※ただし、森林環境の保全に関する事業を除く 


